
 
 

令 和 ５ 年 ６ 月 1 4 日 

内閣府政策統括官（防災担当）  

 

 
 
 
 
 

「令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害につ

いての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」

について 

  
 

 

 

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、  

別紙のとおり、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する  

適用措置を指定する政令が６月９日（金）に閣議決定され、本日（６月 14日（水））

公布・施行されましたので、お知らせいたします。 

  

 

 

 

 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  山﨑、梅田 
ＴＥＬ：03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通） 



 

 

 

「令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害に

ついての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政

令」について 

 

１．激甚災害の指定 

 令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害 

 
２．適用措置の指定 

 

【局激】  

【適用措置】 【対象地域】 

①公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第３条、第４条） 

公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫

負担法等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。 

（過去５カ年の実績の平均では公共土木施設等は70％→83％に嵩上げ） 

 

②中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第１２条） 

事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の 

別枠化、てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を行う。 

 

③小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条） 

国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地

方債の元利償還金を基準財政需要額に算入。 

石川県珠洲市
す ず し

 

 

３．スケジュール 

  ６月９日（金） 閣議決定 

  ６月14日（水） 公布・施行 

 

（別紙） 
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